




ジュネーブ改正協定で認められている
3 つの言語（英語・フランス語・スペイ
ン語）のいずれかで出願書類を一通作
成すればよいため、各国の国内手続が
求める様式、言語によりそれぞれ書類
を作成する必要がありません。また、１
つの国際出願に最大 100 の意匠を含
めることができます（同じ国際意匠分
類に属する場合）。

メリット

間接経費の削減出願手続の簡素化

遅滞のない審査権利管理の簡便化

Meri t

1

代理人を選任せずに国際出願をする
ことができます（※）。また、国際登録
簿への記録及び国際意匠公報の発行
に必要な翻訳は全て WIPO 国際事務
局が行いますので、翻訳費用が発生し
ません。
※拒絶の通報に応答する場合等、各
指定締約国官庁に直接手続をする際
に、別途その国の代理人を選任する必
要が生じる場合があります。

２
Meri t

5 年ごとの権利更新や国際登録の変更
（所有権の変更、放棄、名称変更等）に係
る各種申請は全て WIPO 国際事務局に
対する1つの手続ですみ、各国に直接手
続をする必要がありません。

Meri t

３

各指定締約国官庁は、拒絶理由を発
見した場合、国際公表から６月又は12
月以内に WIPO 国際事務局に対して
拒絶の通報を送付しなければならな
いため、各国における登録の可否がわ
かる時期が明確です。

４
Meri t

各国ごとの出願書類が作成不要、
複数意匠一括出願

代理人の選任費用や
翻訳費用が不要

登録の可否がわかる時期が明確国際登録の権利は
WIPO国際事務局で一元管理される

 














